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　戦後の混乱期のなかで制定された児童福祉法が、大幅な改正が行われ、

平成10年4月より施行される。まさに新しい時代の幕開けである。今回

の法改正においては、各界各層から多様な要望や意見、批判があった。

改革がなされるときに必ず出てくることだが、それだけ今回の法改正へ

の関心と、期待が大きかったことを物語っていたとも受けとめることが

できる。「児童の権利条約Jの理念を法の総則に盛り込むことの要求が強

かったが、結果的には改正が成らなかった。だが実施規定において、こ

の趣旨を盛り込めた。

　今回の法改正は「児童は新しい歴史の希望である」とした旧児童福祉

法の精神を引き継ぎ、あらたに「児童の最善の利益のために」という「児

童の権利条約」の理念を尊重して、中央児童福祉審議会基本問題部会で

は論議してきたことは確かなことであった。たしかに、施設現場でいえ

ば、永年の悲願であった施設職員の配置基準の改善が図られるという期

待も打ち砕かれたe財政の膨大な赤字により、歳出抑制法ともいえる財

政構造改革法が成立し、福祉も聖域ではないとして大幅な予算減額を求

められた。といって今回の改正が全く評価できないものではない。要保

護児童問題でいえぱ、自立支援という理念のもとに、個々の子どもの豊

かな成長をはかり、社会に自立できる人間を育てることを目標とするサ

ー ビスを提供することや、児童家庭支援センターの創設による地域の子

育て支援システムの構築など、画期的な改正も行われた。法改正がこれ

で終わりではなく、まさに始まりの第一歩である。今回見送りになった

里親問題など、そして職員の配置基準の見直しなどやり残しが山積して

いる。私たちは児童福祉法改正の駅伝競争を止めさせるわけにはいかな

い。子どもが真に歴史の希望となれるよう、子どもに約束するためにも、

法改正の第二走者を走らせるよう働きかけたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・福島一雄



児童福祉法改正の概要と
課題

特
児童福祉法改正の意義と展望

覧織罐・企鰍揃繕

　「児童福祉法等の一部を改正する法律」が平成9

年6∫111EIに公布され、平成10年4月1日から施行

されることになっている。li召和22年に現行の児童福

祉法が制定されて以来、50年ぷりの大幅な改正にな

る。以下、改正の趣旨や内容、課題について概説す

る。

　1．改正の趣旨

　現行の児童福祉法が制定された当時のわが国は、

終戦直後の極度の混乱期にあり、国民の生活は窮乏

し、哨災で親と家を亡くした子どもたちが巷にあふ

れ、窃盗や恐喝等の非行を重ねながら飢えをしのぐ

という、今では考えられないような社会状況であっ

た。GHQの指示のもと、現行の児童福祉法が制定

されたわけであるが、当時の緊急かつ最大の1課題は、

これら戦災孤児、浮浪児の収容・保護であった、，こ

のような杜会状況のなかで生まれた児童福祉法であ

るが、少子・高齢化の進展、夫婦共働き家庭の一般

化、都市化・核家族化に伴う家庭や地域における子

育て機能の低下、離婚の増加、児童虐待の増加等、

児童や家庭をめくJる股近の状況はめまぐるしく変化

しつつあり、制度と実態の齪願が指摘されるように

なった。

　このため、これらの変化を踏まえ、子育てしやす

い環境の整備を図るとともに、次代を担う児童の健

全な成長と自立を支援するため、児竜家庭福祉制度

の再構築を図ろうというのが今回の法改］Eの趣旨で

ある。

　2．法改正の概要

　（1）児童保育施策

　夫婦共働きの…般化等に伴い、保育所は働かざる

をえない一部の世帯のための施設から、ごく一・般的

な世帯に利川される施設に変わってきており、低年

齢児保育や保育時聞の延長など、保育需要の多様化

が進行している、，少子高齢化社会を迎えて、子ども

を持ちたい人が安心して出産・育児力tできるような

環境の整備が課題となっているなかで、次のような

改正がそ’i’われた。

　（D利用者が保育所を選択できる仕組みへ

　現行制度は、保育所への入所が市町村民の措置と

いう行政処分によって決定されており、利用者が自

山に保育所を選択で’きる仕，“11みとはなっていない。

つまり、市iv∫村長が「保育に欠ける児竜を発見し、

職権により保育所に人所させる」というのが制度的

建前となっている。今回の改正では、利川者が希望

する保育所を11∫町村に巾し込み、市町村は希望する

保育所が満杯になるまでは、その保育所で保育サー

ビスを提供することを基本としており、利用者の希

望が制度的に担保されることになった。なお、希望

者が保育所の受け入れ能力を超える場合は、市町村

が公正な方法で入所〃）選考を図ることとしている。

　ここで重要なことは、利用者が保育所を主休的に

選択できるには、個々の保育所に関する情報が十分

提供される必要があるということである。このため、

今回の改正では、保育方針や施設・設イ）liの状況、開

所時川、日課、保育所が白主的に取り組んでいる事
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業等についてト分な惜報提供を行うことが市川r村’や

保育所に義務づけられた、，

　いずれにしろ、利川者が保育所を選択できる仕組

みとすることで、今後、保育所では、低年齢保育や

開所時間の延長など、利川者の要請にHllした創意．．11

夫のある運営面での努力が払われ、良質な保育サー

ビ入がより柔軟に提イ共されるものと期待される。

　（2）保育料の負担方式の改正

　近ゴFの共イ動き家庭の・・1投イヒにf‘ドうイ呆イr所』利月1の・・

般化、給与所得者の負担の不公平感等を踏まえ、所

得に応じた現行の保育料負担方式を改め、家計への

1杉襯Eも考慮しなカ∀ら、イ1三齢等に応じi司じf呆十∫コスト

の場合には、同じ保育料の負担とする基本的杉え方

に立って、均一化の方向を目指すこととしている。

　なお、入所方式については、llf町村が人所の要汀｝

の確認等を行い、サービス提f共義務を負うとともに、

これまでどおり、市町村が保育所に対’し、運営費を

支介し、その一一部を国庫が負担’」一るなど、保育に対

する公的な責任が果たされることになっている。

　③保育所における子育て相談の実施

　家庭における了育て不安の解消を図るため、子育

てに関するノウハウを積極的に活川しながら、広く

地域住民からのイ・育て相1淡の実施に努める旨の規定

が格備された。

　（4）放課後児童健全育成事業の法定化

　小学校低学年児童の健全育成の観点から実施され

てきた「放IW後児籏クラブ事業」が、「放課後児童健

全育成事業」として児竜福祉法ヒ明｛ψ；に位置づけら

れ、市田r村は利川にIWする相i’sc、助riをそiうととも

に、実施主体との連携を図ることが規定された、，さ

らに、杜会福祉事業法上の必要最小限の月↓制と各ポ1駐

の優遇惜li’llを1溝ずることにより、質の確保を図りつ

つ、事業の一・層の普及が図られることとなった、，

　なお、国会審議において、低年齢児を中心にイ寺機

児蹴が多い現状のなかでいかに待機児酸の解消を区1

るかといった議論があったが、厚生省としては、保

滋者の要請に応えるべく積概11勺な取リ組みをイ1；う保

［il界の児爪とil］f［

育所に対しては、地域の実情に応じた対応が図られ

るよう定貝の弾力化、分園方式の導人等の検討’など

を行い、受け入れの促進に努めたいと考えている、

特に大都市部では低年齢リこの待機待ちの状況も見ら

れるが、人所率を見れば必ずしも定貝満杯ではない

ことから、待機の原因など市町村レベルまで精査し

て必要な指導を行う必嬰があるものと考えている。

　また、保育所と幼稚園のあり方についても議論が

あ’ったが、保育所は保育に欠けるrどもに対し公的

責任を前提として保育を行う児蹴福祉施設として、

幼稚園は任意に就学前の幼児教育を行う8曽校教育施

設として、今後とも双方の機能か必要であり、了ど

もや保護者の立場に立ってふさわしい施設を選べる

ことが重要と考えている。保育所と幼稚園のあリ方

については、幅広い観点から厚生省と文部省で協同

して検討中であり、地方分権推進委貝会の勧告等も

踏まえ、地域の実惜に応じた施設の共川化について

検討を行い、弾力的な運用が図ら才しるようにしてい

く必要があると考えている。

　（2）母子家庭施策

　離婚が増加し、母チ家庭の中心が死別母子家庭か

ら生別母子家庭に移るとともに、母・r・家庭の経済状

況も多様となり、保護と手当の支給を柱とする母子

家庭施策のあり方についても、1’1立支援の強化を図

るなど、基本的な見祓しが必要ではないかというこ

とが指摘されている、，

　そこで、今回の改正では、母f・Xtの機能について、

母r一を保護するだけではなく、そのn立の促進のた

めに生活を支援することとされ、名称も「母f生活

支援施設」と改められた、また、新たに創設される

「児．舵家庭支援センター」についても、母r家庭か

らの相談にも応じるとともに、母r・相談貝等との連

携により馴lil的・総合的な支援を行うこととされた。

　なお、母子家庭に対する支援施策については、中

央児竜福祉情議会児童扶養下当部会における報告も

踏まえながら、引き続き検剤’することとしている。
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　（3）児童自立支援施策

　従前の社会的支援の中心は、貧困あるいは親の死

亡により監護を受けられない児童を施設に入所させ

て、保護・養育することであったが、児童をめく’る

最近の状況は大きく変化し、社会的支援を要する児

童の範囲や態様も多様化しつつある。

　その結果、児童福祉施設に入所している児童と制

度との間にギャップが生じていることや、児童相談

所を中心とする相談・支援体制が問題の早期発見や

早期対応という要講に十分機能していないのではな

いかといった指摘がなされている。このため、下記

のような改正が行われた。

　（D児童福祉施設の名称、機能の見直し

　保談を要する児童を施設において保護するだけで

はなく、個々の児童が個性豊かにたくましく、自立

した社会人として生きていくことができるよう支援

することを基本理念とし、教護院、養護施設等の名

称や機能等が図1のとおり見直されることとなった。

　また、教護院（児童自立支援施設）につ．いては、

施設内での「学校教育に準ずる教育」から、通常の

学校教育を実施するとともに、従来の入所形態に加

え通所形態も採り入れることなどの改正がなされた。

　さらに、今回の改正で、教護院．の対象児童が「家

庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要

する児童」にまで拡大されたが、新たに対象となる

児童は、家庭における保護者の長期にわたる養育怠

慢・放棄（ネグレクト）など、家庭環境等に問題が

あり、この結果、日常生活における基本的な生活習

慣（寝食、躾、身辺整理等）の習得がなさ．れていな

いこと等により、施設において児童の自立支援のた

めに生活指導等を要する児童などである。

　なお、国会審議等において、新たな対象児童のな

かには不登校児童が含まれるのかどうかについて議

論があったが、不登校であることのみをもって入所

理由とするものではないというのが厚生省の基本的

見解である。

図1．児童椙祉施設の名称及び機能の見直し
・　　一．　一一　　』　　　．　一　　　一』邑　　　．一．．≒、一．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　現　　　行
一　　　　＝T　．「・　．　il　　．き　一　F．、．．「・±．．4・　r＝　．．　｝　、・．　　　　　　　＝’＝「「－　1

　　　　　改　．正　．ぴ

名称 討象児童．　　　　．． 機　能． 名称 対象購 ．提　．能

不良術為をなし、又はなす虞

のある児童

児意を教獲する

（注）「教腹」とは、教育、監

饅のこと

現行の対象児意のほか、家庭　　　　　　　　　　一

環境その他の環境．．Lの理由に

単に保艘するだけでなく、退
所後の支援などを行い、児斌　　　　　　　　　　一

の自立を支援。

教
膜
院

児支
宜扱
自施
立設
より生活指導等を要する児童
に拡大。

震
施
．
股
．

保蹟者のない児童、虐待され

ている児意など

児童を養護する
（8…）　「養饅Jとは、　蓼肇育、　保

鰻のこと

児施
嚢
股
．
饅

現行と同じ。 単に養腹するだけでなく、退
所後の支援などを行い、児童　　　　　　　　　　一

の自立を支援。

乳児を養育する 乳児のほか、保健上等により 現行に同じ．乳．
児
院

乳児
（満1畿未満）

乳
児．：

院
必要な場合、おおむね2歳未
満の児瀧に拡大。

魏
軽度の情緒障害を有するおお　　　　　　　　　　一

むね12蔵未満の児菰

児童の情緒隙轡を治す 竃 軽度の情緒障害を有する児童。

（年齢｛踏牛を撤廃）

現行と同じ．

虚施
§9般
児

身体の虚弱な児意 児童の健康増進を図る
児竃養鰻施設に移行する。

母
子．
寮．

母子 母子を保膜する 瀦
雛
現行と同じ。 琳に保蹟するだけでなく、±の自立の促進のために坐活を

支援。

「．．・一一 ｛≡』　一　〒．．∨　　　．　≡　＝　　　　　　　　　　．←1＝．．

　　　　　　　　　現　　　．行
．　　．

改　正　後　　　　　　　　　　　　　　　　．．

．名称
自立相戯援助事業（予算那業） 名称 児童自立生活援助事業（法制化）

内容
義務教育終了後の児童に対し、小規模ホーム形態で、社会的

la立に向けた相破援助を行う．
内容 同左。
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　②児童自立生活援助事業の法制化

　義務教育を終rしたが、いまだ．祉会的1▲1立ができ

ていない児童を対象として、職員が小規模なホーム

で児童と起居を共にしながら、就職先を開拓したり、

仕事やH常生活ヒの相談などを行う「自立相談援助

事業」について新たに法制化されることにより、：

業の一一層の普及促進が図られることとなった、、

　なお、個々の児童に対する援助の実施の適否につ

いては児童相談所が決定することになる。

　③地域における相談支援体制の強化（児童家庭支

　　援センターの創設）

　児童や家庭をめぐる問題が複雑・多様化するなか

で、問題が深刻化する前に地域においてli］・期発見’

」1⊥期対応を図ることや、在宅の要保獲児敢に対する

きめ細かな支援を行うことが重要になっている。

　しかし、全国175ヵ所の児竜相談所では、地域に根

ざした相談支援を行うには限界があることから、児

竜相談所等の関係機関と連携しつつ．地域に密着し

たよりきめ細かな蠕炎支援を行う新たな児竜福祉施

設として児童家庭支援センターが創設されることと

なった。

　児意家庭支援センターは、児意養護施設や母子生

活支援施設等の児童福祉施設に附旅することとされ

ているが、これは、すでに地域に根ざした事業を展

開し、地域の信頼を得てきた基幹的な施設の相談援

助活動のノウハウを活川するとともに、一’時保弛等

の際や夜間・休日における入所方6設との述携を期待

したものである。

　児童家庭支援センターは、以下の業務を行う。

　①児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、

　ilJ才家庭その他の家庭、地域住民等からの相談、

　助言

　②児童相談所において、施設入所までは要しない

　が、継統的な指導が必要であると判断された在宅

　の児蹴やその家庭に対する児童相談所の指導措置

　の委託に基づく指導

　③児童委貝、母r・相談貝等との連携による問題の

十i卜界の児耐と1り刊i

　早期発見及び児童相談所、り己童福祉施設等との連

　絡調整

　児童家庭支援センターは児童福祉施設であるため、

その職貝配｛置等については児童福祉施設最低］1則1三の

なかで規定されることになるが、相談支援に関する

専II’lr1勺な知識や技術を備えた職貝の配撒が必要と考

えている。

　なお、児童家庭支援センターの設置にあたっては、

児童相：’fi所の手の届かないところでのきめ細かな相

談支援を行うという観点から、児童相談所の配i蹴状

況や基幹的な児童福祉施設の配置状iハ己等を踏まえつ

つ、その地域の実情に応じた整備が図られる必要が

ある。

　（4）児童相談所の機能の強化

　①児童の意向の聴取

　今回の改／illにより、都道府県知事の人所措置（現実

には全都道府県において、その権限が児童相談所長

に委任されている）の前提となる児童相談所長の報

告汗の記載事項に、「家庭環境」並びに「措置について

の児童及びその保護者の意向」等が追加された。

　措置に当たって、児童の家庭環境を十分調査する

とともに、保弛者のみならず児竜本人の考えを聴く

ことは、児童にとって披善の処遇を図る上で極めて

承嬰なことである。

　この点については、すでに児童相談所運営指針の

なかで、児童の意向を聴取することが明記されてお

り、今回の改IEは法律．1二これを明確化することによ

り、現行の取り扱いの徹底を図るとともに、平成6

年に批准された「児童の権利に関する条約」第12条

の、いわゆる児童の意見表明権の保障という趣旨に

沿ったものである。

　なお、「意向」の意味であるが、「意思」が法的な

意思形成能力に裏付けられた概念であるのに対し、

「意向」は「意思」とまでは至らない「志向」、「気

持ち」といった意味であり、今回の措置は、すべて

の児童の意向を、その年齢、成熟度等に応じて考慮

することを基本とするものである。

5



　②都道府県児童福祉審議会の活用

　児童相談所における相談内容は、多様化・複雑化

しているとともに、近年、虐待の社会問題化など、

深刻な問題に関するものが増えてきている。このた

め、児童相談所の専門性をバックアップするととも

に、入所措武等の客観性の確保を図ることにより児

童の披善の処遇を確保するという観点から、都道府

県児敢福祉審議会に法律関係者や医療関係者等の専

門家で構成する部会等を設け、児童相談所長が施設

入所等の措置をとったり、描置を解除する際、その

意見を聴くこととされた。

　なお、9月2J「　nに政令が交付され、児童福祉審議

会の意見を聴取する事例の範囲として、児童相談所

の措置方針と児童もしくは保弛者の意向が一致しな

い場合、並びに児童相談所長が必要と認めた場合で

あること、また、緊急を要する場合で、あらかじめ

児童福祉審議会の意見を聴く時間的余裕がない場合

は事後に報告するよう規定されたところである。

　3．課題

　今回の改正は、わが国の児童家庭福祉制度の根幹

にかかわる50年ぷりの大改正であり、引き統き検討

すべき課題も残されている。

　法改正にかかる国会審議においても具体的な課題

等について議論がなされ、衆参両院それぞれの厚生

委貝会で附帯決議がなされた。以下はその抜粋、要

約である。

　●「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえ、

　児童福祉法の理念及ぴあり方等について早急に検

　討するとともに、施策の実施に当たっては、児童

　の最善の利益を考慮した取り扱いが図られるよう

　努めること。

　●長期的展望に立ち、社会保障、教育、産業、雇

　用、住宅など幅広い見地から少子化対策の総合的

　な検討を進めるとともに、子育てに対する支援の

　強化を図ること。

　●保育費用等に対する公的貨任を後退させないこと。
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　●児童相談所や児童福祉施設の人材確保と資質の

　向上に一層努めるとともに、施設の要貝配置、施

　設設備等に関する最低基準の見直しを図ること。

　●虐待、買春、性的搾取等に関する規制の強化等

　について検討を進めること。また、児童虐待に関

　する児竜福祉法の運用基準の明確化等を図り、そ

　の1坊止及び児童の保護に万全を期すること。

　●児童扶養手当については、民法上の扶養責任と

　の関係等を含め総合的に検討すること。

　なお、附帯決議に述べられている「買春、性的搾

取等に関する規制の強化等」については、現在議貝

立法化に向け与党3党による検討が進められつつあ

る。違法行為の範囲や削貝1」、被害児童の保護等につ

いて具体的な検討が行われており、厚生省としても

積極的な協力を行っているところである。

　また、「児童虐待に関する児童福祉法の運用基準の

明確化」についても、全国の都道府県知事、政令指

定都市の市長あて、現行法の運用解釈等を含めた通

知（平成9年6月20日児発第434号「児童虐待等に関

する児童福祉法の適切な運用について」）を発出する

とともに、児童福祉施設における体罰等の防．止や具

体的対応方策等を盛リ込んだ通知（平成9年12月8

日児家第28一号）を発出したところである。

　一方、平成9年12月からrl・央社会福祉審議会にお

いて社会福祉構造改革の検討が進められている。こ

れは、社会福祉制度が将来にわたって増大・多様化

する福祉需要に的確に対応し、弱者救済にとどまら

ず、国民全体の生活の安定を支える役綱を適・切に果

たすとともに、利用者の信頼と納得の得られる質の

高い福祉サービスを効率的に確保していくために、

社会福祉の基礎構造全休を抜本的に改革していこう

とするものである。

　児童家庭福祉制度の検討iこ当たっては、社会福祉

構造改革の検討内容並びに改正法の施行状況、地方

分権推進委貝会の勧告、関係者のご意見等を踏まえ

ながら、一一つひとつ解決の道を探っていく必要・があ

るものと考えている。



児童福祉法改正の意義と今後の課題

児童福祉法改正と
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　はじめに

　周知のように、1997年6月、制定5⑪年を期すかの

ように児激編祉法の大幅な改」Eが行われ、この，1月

には施行の日を迎えることになっているnこの際、

この児耽福祉法の改IFがどのような意義をもち、さ

らにいかなるli果題を残しているのか、若ドの検討を

試みることにしたい。

　1．転換期福祉改革

　今回の児1忙緬lllUl改11｛は、［h：接llCJには、児激福lll：

法やそれに依拠する児rl［福祉の施策や制度、そして

援助活動のあり加こかかわる改祇課題がその契機に

なっていることはいうまでもないt｝そして、その背

景には、少r一化や1晩婚化の傾向、女性の就労の一・般

化、虐待の増加など児巾の牛オ舌と成艮にかかわる状

況の変化があった．，しかしながら、児巾福祉法の改

正は1司ll寺に、8〔1年代｝、二はじまる福州改」｝‘・：の一環とし

て実施されたものである。ここでは、その視点から

改11ヨ川題をとりあげることにしたい、、まず、8011，’一代

以降における福祉改1〕’1：の内容と意義について、簡「it

に整理しておこうtt

　（1）戦後福祉改革と80年代福祉改革

　8〔1年代の’1’tぱにはヒまる寵Zll：改1，1’・1、いわゆる80年

代福祉改吊：は、わが11」の経済が高度成長から低成長

に移行したことを11†li［とする行財’政改1’11tの一・ff［Sとし

て推進された，、しかしIll］時に、それは、敗戦直後の

児童福祉法改正の意義と展盟

わが医1の礼会の全般に及んだ戦後改・‘｝‘｛の一・部として

実施されたiitk後福祉改革のなかで形成された戦後社

会福」11：の骨格が｜1哨刻0年を経過したわが国社会の変

化に適合しえなくなっているというll寺代認識を背景

としていた。

　かつてわれわれは、80年代福祉改革〃）内容につい

て、これを①）1樋化、②多元化、③分権化、④自山

化、⑤計画化、⑥総合化、⑦削“1職化、⑧自助化、

⑨i三体化、⑩地域化として整理したことがある／tこ

こでその詳細について論じるゆとりはないが、80年

代福祉改革は60年代以降における社会福祉の発展と

それがもたらした課題を指摘し、必要とされる対’応

策を提起していた．、このような80年代福祉OfV　．tEは、

それが行財政改革の・一’環として実施され、改’1’1：の必

要性を説くことに急なあまり、社会福祉における人

権思想、公的責任k義、ナショナルミ；マムの思想

の定眉など戦後福祉改♪Fの成果を適切に評価し、継

承するという姿勢に乏しいという側而をもちつつも．

総体としてみるとわが国の杜会福祉に転換期をもた

らす最初の、亜要な契機となった，実際、8（1年代に

はじまる福祉改・ll1：は80年代にとどまらず、90年代に

引き継がれ、そこでより広く、深い改～1［、すなわち

転換期福祉改・1’1：という波動を生み川すことになる。

　（2）転換期福祉改革第1期

　その意味では、80‘ド代福祉改・‘｝「1：は転換期福祉改1’F

のいわば1拘附戦であったというべきであろう、、転換
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期福祉改革の最初の波は、1990年の「福祉関係8法

改正」によって生み出された。すなわち転換期福祉

改革第1期のキーワードは、①分権化、②地域化、

③総合化であった。これら三通りの改革課題は、80

年代福祉改革の課題を継承するものではあるが、そ

こには明らかに質的な転換がみられた。転換期福祉

改革第1期における分ホ雀化は、高齢者福租：と身体障

害者福祉の領域を中心に、明確に｝1∫町村を社会福祉

供給の第一線の組織として位羅づけていた。それは、

従来の国中心の社会福祉運営・供給からの脱皮を意

味していた。地域化についていえば、施設福祉型社

会福祉から在宅福祉型社会福祉への移行が80年代福

祉改革の課題であったとすれば、転換期福祉改革第

［期における課題は在宅福祉サービスを中心とする

地域福祉型社会福祉の構築であった。80年代福祉改

革における総合化が保健、医療、福祉という各制度

間の連絡・調整・連携を意昧していたとすれば、転

換期福祉改革第1期における総合化は制度を超えた、

相互浸透的な保健医療と福祉の統合化を意味してい

た。

　このような転換期福祉改革第1期は、福祉改革の

動因としても80年代福祉改革とは異なるところがあ

った。転換期福祉改革第1期の底流に行財政改革が

あることはもとよりであるが、そこではむしろ少子

高齢社会の到来にたいしてどのように対処するかと

いう危機意識が主要な動因として位置づけられてい

た。その限りにおいて、この時期、福祉改：革は社会

福祉のなかに一層内在化されたのである。

　（3）転換期福祉改革第II期

　転換期福祉改革第II期を象徴するものは、ここで

の．課題である児童福祉法の改正であり、また介護保

険法の制定である。転換期福祉改革第II期が少子高

齢社会の到来という危機意．識を動因として改革を内

在化させた転換期福祉改革第1期の延長線上にある
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ことは言をまたないが、同時にそこには新しい側頂i

が色濃く現れている。それは、11if：換期福祉改革第II

期が①利用者主権化＝利用者民主主義の導入と②脱

規制化＝競争原理の導入を頂要な動因として推進さ

れてきているという事実である。しかも、この二つ

の動因は、背中合わせの関係にあるものとして、両

者ないまぜる形で、福祉改革の動因として位置づけ

られてきている。さらにいえば、これら二つの動因

は、功罪合わせもちつつも戦後社会福制：の強力な支

柱となってきた措置（委託費）制度やll1央ヨ三権的官

僚t’Ut的な杜会福祉行政にたいするアンチテーゼと

して提起されている。

　ここでの課題の児意福祉法改正、さらには介護保

険法の制定を、どのように読み解き、評価するのか、

そのことはこのような戦後福祉改革、80年代福祉改

革、転換期福祉改革という改革の流れと密接に関連

しているのである。

　2．児童福祉法改正の内容

　さて、それでは今回の児童福祉法改正はどのよう

なものであったか。議論に必要な範囲で簡潔に要約

しておこう。法改正は主要には以下の7点にわたっ

て行われた。

　（1）保育所に関する事項

　保育所は従来の措置制度から児竜の保護者による

保育所の選択を含む利用の申請にもとついて実施さ

れることになったs保育サービスの実施機関である

11∫町村は、保護者の申請に応じることが義務づけら

れる（応諾義務）とともに、保育を必要とする子ど

もの保護者にたいして保育の中し込みを勧奨し、保

護者による保育所の選択と保育所の適正な運営を確

保するために保育所の設備や運営等に関する梢報を

提供することが義務づけられた。

　他方、保育所には地域の住民にたいして保育に関



する情報を提供するとともに、乳幼児の保育に関す

る湘．1談に応じ、助言を行う努力義務が課せられるこ

とになった。さらに、保育料の徴収について、子ど

もの年齢等に応じて定める額を徴収することが可能

となった。このことは、将米における保育料の応能

負担主義による徴収から均一料金制への移行を予定

したものと埋解されている。

　（2）放課後児童健全育成事業に関する事項

　放」銀そ麦り己寸ζ｛建全育成可輻業と1まイ呆1遊者力寸労鍾助等によ

り昼間家庭にいない小学：校低学年児敢にたいして授

業の終．r後、児童厚生施設等を利川して遊びや生活

の場を与え、その健全な育成を図る事業、いわゆる

学童保育を意1床しており、市田∫村は対’象となる児童

の同事業の利用について相談、助」言を行うとともに、

地域の実情に応じて同．’｝享業を実施し、利用の促進に

努めることにな・った。同時に、放課後児童健全育成

事業は社会福祉事業法の改正によって同法にいう第

二稲社会福祉事業として位箭づけられることになっ

た。

　周知のように、学竜保育は実態的にはすでに予算

措置事業として広く実施されてきた実紙をもつもの

であるが、今回の法改iEによってそれが法律措置事

業として承認されたことになる。

　　（3）児童相談所に関する事項

　児童机淡所長は都道府県知～拘こたいする報告ilトの

なかに子どもの家庭環境と措置についてのr・ども及

びその保護者の意向について記載することが義務づ

けられた。他方、都道府県知事は、施設入所等の措

置の決定や解除等にあたって、一’定の場・合には、都

道府県児戒福祉審1議会の意見を聴くことが義務づけ

られた、、

　　（4）児童自立生活援助事業に関する事項

　今則の法改正によって児敢福祉施設を退所した子

どものT：bZを促進する口的で1．1常生爪］’．の援助や生

ILI「1界のリLL　4Xlとi；iVl

活支援を行う事業、従米法外施設として運’｝；1’されて

きたいわゆる自立援助ホーム事業が児童自立生活援

助市業として児童居宅生括支援事業の一・部に位概づ

けられた。この事業を実施する権限は都道府県に属

するが、都道府県はこの事業をみずから行い、ある

いは委託して行うことができるとされた、、適用され

るのは満20歳までの者である。

　（5）児童福祉施設の名称及び機能に関する事項

　以下の児童福祉施設についてその名称や機能の改

正が行われた。すなわち、①乳児院についておおむ

ね2歳未満の幼児を人院させることが認められた。

②1）好寮についてその1・1的のなかに入所者の日立促

進のための生活支援が追加され、子どもの年齢が満

20歳に達するまで在所することが認められるととも

に、その名称が1＆子生活支援施設に改められた．③

養護施設についてその目的がFどもの自立の支援に

あることを明確化するとともに、その名称が児童養

護施設に改称された。④虚弱児施設がSS．tl1され、98

年4月から児竜養護施設として運営されることにな

った。⑤情緒障害児短用」治療施設について対’象児lrR

の年齢要件を改め、満20歳までの在所が認められる

ことになった。⑥教護院については施設長に人所児

竜を就学させる（正規の学校教育を受けさせる）義

務を課すとともに、その名称が人所Y“1，Llのlll立の支

援という趣旨を加味して児童白立支援施設に改めら

れた、、

　　（6）児童家庭支援センターに関する事項

　地域の児童の郁祉に関する各刮錐の問題について相

談や助ば、要保鰻児童の指導や関係機関との連絡調

整を総介的に行うことを「1的に、児竜福祉施設の一

つとして児童家庭支援センターが設置されることに

なった。ただし、同センターは独立した児童福祉施

設ではなく、既存の児童．養池施設等の児童福祉施設

にイ寸設されることになっている。
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　（7）関係地方公共団体等の連携等に関する事項

　地方公共団体について保育の実施に関して相1τ間

の連絡調整を強化すること、また児童居宅生活支援

事業の事業者や児童福祉施設の設置者について相互

に連携し、地域の実情に応じた子ども及び家庭にた

いする積極的な支援に努めることが求められること

になった。

　3．総合的評価

　このような児童福祉法の改正については多様なス

タンスと視点による分析と評価がなされているが、

以下ここでは総合的な見地から評価を試みておこう。

　（1）理念改革の不徹底

　まず、今回の改n三についてよく指摘されることは、

その内容が児童権利条約にいう「子どもの最善の利

益」の尖現という視点からみてきわめて不f分だと

いうことである。なかでも、児童福祉法の総則部分

の改IEが行われなかったことにたいする批判が強い。

「子どもの意見表明権」に関しても同様の批判がみ

られる。多少具体的にみてみると、児蹴相談所長の

報告・i躬こ子どもの意向について記載することとされ

ている部分、児蹴福祉審議会の意見の聴取等の規定、

さらには子どもの自立やそのための支援を強化する

方向での各種制度の新設や改革には、子どもの権利

を重視しようという姿勢が認められるが、全体とし

てみるといま一歩の踏み込みが不足しているといわ

ざるをえないであろう1，

　児童養護施設等の現場でしばしば話題となり、善

後策の必要性が強調される「子権と親権の調整」、関

連する「施設長の権限」等に関する論点についても、

児童福祉審議会の意見の聴取が規定されたとはいえ、

大きな前進があったとはいえないように思われる。

　（2）利用者民主主義の前進と不徹底

　法改正のなかでもっとも注目すべきは保育所制度
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の改革であろう。保育所の入所方式については従来

から措置制度か契約制度かというかたちで論争が行

われてきたところであるが、今回の法改正はおおむ

ね落としどころとして妥当な内容になっているとい

えよう。保育関連の条項から措潰という語句が消え、

保育所の選択を含む保育サーピス利用の巾請とそれ

に対’応する保育の実施という枠組みが導入された。

この改IEは、保育に限定してのことであるが「福祉

サービス請求権」の承認を意味するものと解され、

福祉サービスの利用を「法の反射的利益」とみる解

釈から一歩前進した改正として高く評価してよい。

ただし、布町村の決定に不満があった場合の上級行

政庁による再審査の制度は組み込まれておらず、「福

祉サービス諦求権」の承認という視点からみれば不

徹底といわざるをえないであろう。

　このような限界をもつとはいえ、今回の保育所制

度の改革は前述の転換期福祉改革第II期の課題であ

る利用者．1…権化＝利用者民主主義の具体化であるこ

とは確かであり、歓迎に値するものといえよう。も

っとも、逆に脱規制化＝競争原理の導入という祝点

からみれば今回の保育所制度の改革は不十分、不徹

底なものとみなされることになろう。保育料の均一

化が達成されえなかったことについても同様の評価

が．与えられようtt

　（3）分権化・地域化の不徹底

　今回の法改jEでは、支援センターなどいくつかの

点で地域化の強化につながる制度の新設が行われ、

遅ればせながら児童福祉の領域においても転換期福

祉改革第1期の課題の一・つであった地域化が推進さ

れることになった．そのことは歓迎に値することで

ある。しかし、分権化という課題については、今回

の法改正においてもみるべきところはなかった。児

童福祉のみならず、この点については、精神薄弱者

福祉や1葦｝子及び寡婦福祉の領域においても、一層の



改善が必要である。21．世紀に市町『村を中心とする自

治型社会福祉の時イtを展望する立場からいえば、は

なはだ残念なことといわなければならない。

　4．残された課題

　最後に、残された課題について一言しておきたい。

　（1）理念改革

　まず、児童福祉法の総則部分の改．il・1であるn総川、

なかでもその第1条における理念規定がf’どもを保

滋と愛護の客休とみなし、権利の1三体として位：置づ

けていないことについては、これまで多くの批判が

なされてきた．、今川の改．IEにおいてもこの部分は手

つかずのままに残された。しかしながら、児童福祉

法をf’どもを権利の主休として明確に承認し、その

浪善の利益」を迫求することを1．1的とする法制度

として確立するためには、総則部分の「理念改革」

が’n“’ii∫欠である。

　（2）利用者民主主義の確立

　今同の法改正によって児童福祉は利用者1亡主主義

の実現に向かって踏みだしたことになるが、その確

立のためには、さらに利川資格要件の弾力化、審査

過程への利川者参加、説明と選択、再審査制度の導

人、利用過程における苦情処理制度やサービス忌避

権の導人、人権擁池機関とオンブズマン制度の導入

など各種の改善が必要とされる。また、児激祈祉サ

ー ビスの利川．者のなかには、利川者による選択と巾

請という方式に馴染まないf’どもや保滋者が存在し

ており、その．ような利川者についてはただ選択や川

請を待つというのでは不卜分である。より積極的に

支援の千を差L延べるリーチアウト戦略が必要とさ

れる、，また、虐待のように公権力を前提とする直接

的な介入を必要とする事例も認めP）れるところであ

り、こうした利川者の利益を確保するための適切な

ll」界の児泉とNM：

制度の新設や改革が必要で’あろう、

　（3）公的責任体制の再編成

　このような利川者民、i三｝i三義をlikoXするには、新し

いかたちでの公ri勺責任体制の櫛立が不可欠である。

児童福祉に限らず社会福祉の全般にわたってその最

終的な責任が国にlil｝属することはいうまでもないが、

一方における、中央集権主義や官僚ト義の批判、他

ノ∫における福W［サーピスの地域化、供給組紬の多様

化や多Jt化、規制緩和の推進、効果的効率的なサー

ビスの提供という課題に対応するためには、新しい

公的責任の体制は、rlf町村をべ一スに市民の参加と

参画を最火限に組み込んだシステムとして構成する

ことが求められておリ、それを可能にするような法

的枠組みと支援が．lfr及的速やかに導人整備されなけ

ればならない。

　（4）個別サービスの質と量の確保

　この4月からの改11こ法の施行にあたって何よりも

重要なのは、当然のことではあるが、個別サービス

の質と最を確保するということである、，保育制度の

［SCI・Tl’1：も乳児保育を実施する保育所の絶対r力な不足を

前にしては画に描いた餅にすぎないという指摘はよ

く耳にするところである。事柄は保育制度の改革に

とどまらない、，今回の法改jEを画∬IFに終わらせない

ために、杖低ノ1㌧準の見直しを含めて、個別サーピス

の竹と拭を確保するための関係者による一・層の努力

を期待してやまない，、

　今’川の児童福祉法改正には言及した論点のほかに

も、児童福祉施設の休系や個々の児童福祉施設の名

称や機能の改正など論じるべき課題は多いが、．り・え

られた行数の制約もあ｝1議論を必要な部分に（1｝II限せ

ざるをえなかった。そうした課題については他11を

期すことでお許し願いたいと思う。
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児童福祉法改正の意義と今後の課題

利用者主導の保育システムの

意義と課題

特．

児童福祉法改正の意義と展望

　　　　　　　　　　　　　　の　　ざわ　　まさ　こ
大阪1｛fSz大学社舗祉学部搬野澤正子

　はじめに

　いま保育所が大きく変わりつつある。これまで保

育に欠ける児：呼［以外には堅く門戸を閉ざしていた保

育所が、地域の子どもすべてに開かれた施設となり、

個々の保育所による創意工夫された多様な活動が、

利用者のニーズに合わせて展開されつつある。延長

保育の実施は働く母親に、育児相談や一・時保育、親

子のふれあいひろば等の事業は、地域の子育て家庭

への大きな恵みとなっている。保育所の多機能化、

個性化、地域センター化そして職貝の専門性に裏打

ちされた生き生きした活動性が際だってくるなどの

顕著な変化の数々は、これぞ福祉の原点と感じさせ

るほど印象深く象徴的でさえある。それら保育所の

変化は、育児不安等地域子育て問題への対応にとど

まらず、少・子高齢社会対策を根底におき、日本の経

済・杜会構造変化に根ざすものであり、もはや後戻

りできない時代の動きをキャッチした児童福祉領城

での先見的な表現といえる。こうした動向はいまの

ところサービス提供者側とりわけ民間保育所側の動

きに偏っており、利川者側とくにこれまで保育措櫛

を受けてきた児竜の保護者側にはまだほとんど見出

せないものである。今後、保育所の多機能化等が普

遍化し、また児竜福祉法等の一部を改正する法律（以

下「改正法」という）が施行され、保護者が保育所

入所にかかわる新しい手続き等を体験していくとき

意識変1’｜’iが急速に進んでいくであろう。

　ところでサービスの利用者という概念は措置制度

にはなかったものである。主体的な利用者であった

ことがない保護者が、今後は保育サービスを選択し

利用する個人として自巳を確立していくことが求め

られている。保護者はわが子の育ちやニーズを己の

頭で捉えることが改めて求められている。これら親

として当たり前の行為がこれまでなかったこと自体

が奇異なことであるといえるが、一人ひとりの親・

保護者が、親としてわが子とどうかかわり、どう育

てていこうとしているのか、自已決定しうる賢明な

利用者にどう育っていくかが問われている。保護者

に利用主休としての自覚と資任意識が芽生えたとき、

サーピス提供者側の対応はさらに新たな次元を迎え

るであろう。最終的には、子に寄り添い献身する子

育てのエキスパートとしての親とアドポカシー（権

利擁護者）の立場でさまざまな子どもとその家族を

受容し専門的に援助する保母や保育所とのパートナ

ー シップの確立にむかうはずである。

　1．「保護者」の位置づけととらえ方一一措置制度

　　　と児童福祉改正法

　ここで「利用者ゴ三導」の意昧を理解するためにも

う一度措置制度を振り返っておきたい。保護者が利

用者でなかった時代、それは一休何だったのか。措

畠1制度においては、保育所入所は、措置という行政

処分を通じて給付されるもので、保1漫者に選択の余
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地のないものであった。国・行政が人所保育所を決

め、親に代わって子どもを保育した。保育内容はど

の保育所に人所しても一律平等であることが行政原

則であったから、個別的ニーズは切り捨てられた。

保育に欠ける児敢は、親による養育という平均的な

養育環境から逸脱している児竜であり親が欠損して

いる児童と扱われたから、保育する側においても、

子どもを家族との関係で捉えることなく家族と切り

離した実体として捉えていた。それゆえ「子どもの

家族」「子どもと家族」を「支援する」等の発想は生ま

れようはずもなかったのである。

　かくして措概制度は、親・保護者に養育主体者と

して積極的な位灘づけを与えず、政策対象としては

無祝ないし否定してきた。しかし、親・保護者は子ど

もの入所措箭の結果として公的資産の分配にあずか

る対象であった。この受益に対して措置費に対する

徴収金が応能負担方式で親・保滋者から徴収された。

　生存権の公的保障制度として措箭制度が真に有効

性を発揮しうるのは、生存権にかかわる緊急的な要

保護性への対応に限定される。かくして措IF（制度の

もとでは親・保護者は行政処分として子どもを措澱

してもらう存在にすぎず、利用者：セ権は棚上げある

いは留保された状態にあったといってよいe

　一方、改正法は、「市町村’の措置による入所の仕組

みを情報の提供に基づき保弛者が保育所を選択する

仕組みに改め．」た。このことは人所のイ1：組みの問題

に止どまらず、保育システムの構造そのものを行政

k導から利用者主導へ転換させることを意味してい

る。いわば行政と住民の関係性の転換でもある。ま

ず・r育ては保護者が第一一次的責任を担うのであり、

保護者による丁育てを支援するものとして行政や保

育所を位翫づける。行政は、措撒でなく、「保育の爽

施」を行う主休である。それも一方rl勺に実施するも

のではなく、保謹者である利用者の中し込みに応じ

11トwの児喉と1）｝性

てのことである。「傑育の実施」は、保護者が選択し

た保育所で行われる。それゆえ保育所保育は、保育

に欠ける児藏を引き取り育てる「措置保育．」ではな

く、保護者の子育てを支援するために提供される保

育サービスによって、了どもと家族を支える「子育

て支援保育」になる。保護者は、各保育所が提供す

る多様な保育サービスの中から、適切な保育所を選

択し、そのサービスを活用する利用主体となる。こ

うして、改正法は、保護者を子育ての主体であり、

保育所選択の主体に位箭づけたb

　ll．「利用者主導」の意味するもの一自立概念の

　　　確立と「自立のための社会的支援システムJ

　児童福祉法改」Eのねらいは、新しい時代の児竜家

庭福祉の制度を創設することにあったのだが、では

措混制度を廃ll二することによってどのような新しい

時代、新しい社会を生みだそうとしたのか。またど

のような子育て支援システムを想定しているのかを

みておきたい。それらを平成以降の各種審議会で出

されてきた社会像のうちから取り．ヒげる、，

　まず各種審議会が描く「新しいキ1二会」は、次のよ

うなキーワードで捉えられている。

　少子高齢社会／国際化・情報1ヒ／女性の社会進出

の普遍化／育児と子育ての両立／男女共同参画杜会

／子育てができる扉用環境の整備／社会全体で支え

る子育て／行政改革／規制緩和／民間活力の導入／

市場原理、競争の導入　等々である。

　だがこれだけでは、新しい杜会のイメージは必ず

しも明らかではない。1994年（「fz成6）3月厚生省・

高齢社会福祉ピジヨン懇談会報告「21世紀福祉ビジ

ョンー少仁高齢社会に向けて一」は、望ましい「少

子高齢社会のピジョン」を次の．ように記述している。

　「「肉立した個人．nの形成を爪視するとともに自立

が困難になった場合においては、個人の尊厳に’，71脚
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しつつ、家族、地域社会、企業、国、地方公共団体

等杜会全体で支える自助、共助、公助のシステムが

適切に組み合わされた重層的な福祉構造としていく

ことが必要である」

　答申には「自立した個人の形成」や、自立を支え

る「自助」、「共助」、「公助」、それらの「重層的な地域

福祉システムJ等の概念が新たに出されている。こ

れを受けた形で1995年（平成7）11月の経済審議会
　　［v
答申は、〈21世紀に向けた「豊かで安心できる暮らし」

を実現する社会〉として「個人が自立・成長し、自己

責任のもとに多様な選択を行い、一人一一人の個性が

尊重され、その能力が生かされる社会、自立した個人

が人々のつながりの中で連帯し、多様な役割をもっ

て参加する社会」を描いている。さらに自助、共助、公

助を適切に組み合わせた「自立のための社会的支援シ

ステム」の構想を次のようにデッサンしている。

　「各人が直面する課題を自らが解決すること（自

助）や地域活動やボランティア活動を通じた杜会的

な助け合い（共助）を支援していくこと、また、多

くの人々が必要とする基本的＝一ズに対する公的な

サービス（公助）を効率的に充実していくことによ

つて、人々が自己解決能力を高め、自立した生活を

送ることができるようになる。」

　そのための具体的な施策として、①健康の維持、

寝たきりの防止など社会的支援ニーズの発生そのも

のの抑制　②個人の自助能力の向上と自助努力の支

援　③社会的インフラやソフトの整備等、公的シス

テムによる基礎的安心の確保　④公的サービスと適

正価格で購入できる民間サービスの多様な組み合わ

せ⑤ボランティア活動やNPO（民間非営利団体）

の活動によるサーピス提供とその支援」が必要なの

だ。ちなみにこの答申で保育については次のように

「契約型保育サービスの導入」を提唱している。

　「さらに、今後の多様な保育サービスに対する需
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要を踏まえ、公的保育所制度の改善見直しを含めた

保育システムの多様化、弾力化をすすめ、公的保育

所についても契約型の保育サービス提供の導入を検

討する。」

　以上述べてきたように、児童福祉法改正の背景に

ある新しい社会は、「自立した個人」すなわち自分の

問題の解決に自ら取り組む自助能力をもつ個人とそ

の自助能力を支える社会的システムが求められる社

会である。これは国家が代わって救済する措澱制度

の社会とは異なるであろう。個人の能力の発揮、創

意工夫が評価され価値をもつ時代、対等な関係のな

かで結ばれる契約の時代、それらは公的サービスの

基盤の上に適正に働く競争原理・市場原理のなかで

生み出されるものである。いわば市民社会の原理の

実現といいうるが、個人が社会の主人公、そして自

分自身を決する主体となる自立の概念がこれまでに

ないリアリティをもってくる時代といえよう。

　社会的支援システムが自立に向けたものであると

き、それを子育て支援システムに当てはめるなら、

子育て支援の目的は、個々の親のエンパワーメント

であり、親・家族の養育力及びそれを支える地域社

会の保護・教育力の活性化である。そしてそのため

の具体的な方法は、保育所を核として自助、共助、

公助の適切な組み合わせ、すなわち、地域社会のな

かの資源を開発し創造するとともに、保護者、保育

所、地域の育児ボランティア、民問企業、行政の協

力的で総合的な関係づくりによって実現するもので

ある。親自身が一卜分親機能を発揮できる社会をつく

ること、親と子どもの成長を支える保育システムを

つくること、これが児童福祉法改正のねらいといっ

てよいであろう。

川．利用者の情報収集と活用をめぐる課題

利用者個人が保育サービスを選ぷシステムには、



保育サービス内容に関する情報の公開、情報提供が

不可欠である。提供され公開された情報に基づいて

利川者は、家族の生活とわがr・に適したサービスが

いずれかを判断し、選択する、，選択の前提には多純

の選択肢が川意されていなければならない，、そこに

はそれぞれの保育所が多様な保育サービスの開発や

提供に、創意．1二夫をこらす保育所個性化時代の到来

が想定されている．

　利用者が保育所をf－Ulkに選択し、：希望したところ

に入所するには次のような条件が必要である。一つ

は、どの保育所を選ぶかについてト分な情報をもっ

ていること、二つには利用者自身が情報に基づき適

切に評価・判陶1できること、＝1つには希望保育所に

空席があることである。最後の問題は除いてここて’

は．・、二に関する課題について考えたい、、

　まず情報の収集についてである。わが国の情報公

開の現状は、まず国に先んじて地方公共日’1体が次々

に情報公開に関する条例を制定し進めているが、国

においても、平成8年12月行政改革委▲」会が「情報

公開法制の確立に関する意見」を具叩したのを受け

て、所要の法律案を．’lz成9年度INに国会提川を図る

との方針が閣議決定されており、情報公開が人きな

流れとなってきていることは承知のとおりである，，

　柑報公開には情報提供と↑［1f報開示請求による公開

　　　　　　　　　　　　rヱ　
とがあると考えられているが、いずれにしても、行

政の説明責務を明確にしその透明性を高めることが

ねらいとされている。児童福祉改【1｛法においては、

保漣者の保育選択にfトう情報提供をililll］’村に義務づ

け、また保育所’にも努力義務として求めている。保

育所に関して情報提flじすべき11y項は、市町村には、

保育所の名称、位置及び設部者に関する事項、保育

所の施設及び設備の状力己に関する11C項、保育所の運

営の状況に関する’1臼頁、徴収する額に関する’∬項、

保育所への人所手統きに関する事項、FMIf；’村の行う

1旦界の児巾と恨性

保育の実施の状況を、保育所には、一日の過ごし方、

年間行事予定、保育所の保育方針、職貝の状況、保

育所が実施している保育の内容に関する事項を省令

で定めている。これら情報提供事項は、利用者にと

っては判断材料でありそれに基づいて選択するので

あるから、契約内容的な性格を有するとみてよい。

したがって誇大広告的な内容はきびしくチェックさ

れなければならない。しかし情報提供項L1はその内

容をどの範囲まで提供するかは市町村や保育所の裁

1．sS：に任されている。また情報提供する保育目標等は

とりわけ実態とかけ離れた美辞麗句で飾ることが司’

能なものであるから、利用者たちは、提供された情

報を決して鵜呑みにしないであろう。それだけでは

安心できないのである、とすれば提供情報以外に、

日分の子どものニーズを満たしてくれる自分に必要

な情報をどうして得ることができるのだろうか、ま

た得た情報をどう活川していけばよいのだろうか、，

利川者は、これらについては、全く為すすべをもた

ないという状況に立たされているのではなかろうか。

こうした状況に対して社会的な相談支援窓Uがぜひ

とも必要であると思われるのである。

　IV．保育評価スケールの作成等

　提供された情報だけでは実態を捉えることができ

ないとすれば、多くの入所希望者は、直接保育所を

紡問して回る。そのチェック項日でトップにあげら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るのは、大阪府杜会福祉協議会イ罧f部会の調査によ

れば、園長や保母の人柄、子どもの様子、そして了・

どもたちが生活している環境・ハード面である。保

護者は保育所全体の雰囲気から、直感的、感覚的に

保育所やその保育サービスの質を評価する。親同上

の日コミも大きな要素になる。保穫者が保育所に求

めるのは、宏心と信頼である。今後入所希望者は、

単に保育所を短時川のぞき兄るというだけではなく
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一 剛呆育所に在所して母と子が保育に参加し、観察

し体験するということが必要であろう。しかし実態

や情報を知るために、保育所訪問やそこにおける直

接体験は重要だとしても、保護者は直感や印象しか

頼るものがないというのは問題であろう。利用者は

保育選択の情報を入手しうるための適切な情報収集

のシステムをもつこと、情報に基づき評価・判断を

する過程で専門的な助言等の援助が必要ではなかろ

うか。例えば提供された情報がわが子の具体的なニ

ー ズとどうかかわるのかについての助言やもっと一

般的に子どもにとって望ましい「保育の質」とは何

かを明らかにし、それを評価しうるスケールをつく

り、保護者に提供するなどである。「保育の質」を捉

えるための主要素として、①園長の基本的な考え方

と人柄、②保母の資質（専門性と献身性、創造性、

包容力など）、③保母と子ども・母親との信頼関係、

④保育環境としてのハードii、等があげられる。そ

れらを具体的に把握できるチェック項目リストの作

成が、利用者や保母や専門家を入れた第三者機関等

でなされる必要があると思われる。また、自己点検・

評側を各施設で行いそれを公表するとともに、第三

者機関によっても評価されることが必要ではなかろ

うか。例えばアメリカで実現をみている医療機関に

　　　　　　　　　　　　　　　
おける第三者機関による評価機構のごときものを保

育所評価にも導入するなどを考えてみる必要がある

のではなかろうか。幼い子どもたちは自分が受ける

保育を評価できないからである。

　要するに情報の収集や活用に当たっての相談助言

等、保育所選択をめぐる何らかの援助システムの確

立が今後必要になると思われる。

V．子どもの権利擁護の機関の必要性とサービス

　　の適合性について

保育サービスが真に保護者の子育てを支援するも
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のになるためには、入所中の保育サービスに関する

苦情を受付けるための第三者機関の確立が必要であ

る。苦情のもっていき場所を保育所とみるのは簡単

であるが、実際に子どもを預けている相手に苦情を

言うことは困難な場合が多い。行政に相談に行くと

しても、民間園に対しては行政の介入はむずかしい

であろう。子どもの権利擁護機関としての意味をも

込めて、第三者機関を設置し、それに権限を与える

ことが必要に思われる。

　さらに入所後1年以内の適切な時期にそのサービ

スが子どもに適しているかどうかを審査・調整する

システムが今後保育所内外で必要ではなかろうか。

保護者は、提供された情報や保育所や資格をもつ保

母を信頼してわが子をその保育所や保母に信託する

のだが、そうしたなかにおいても、入所前に得た情

報では見えなかったことも多いのであるn例えば園

長の保育方針がどこか自分の考え方と異なっていて

気になる、保母が元気すぎ声が大きすぎて自分の子

どものリズムに合わない、一日保育所で過ごすと子

どもの疲れかたがひどい等が入所して何日か経って

感じられてくるといったことが往々にしてあり、結

果として誤った保育選択をしてしまったと感じるこ

とも多いのである。入所後適切な時期にサービスの

適合性の判断と調整を可能にするシステムの検討が

求められる。

住

（1）経済審歳会答申「構造改革のための経済紘会ai’illij］（豊かで安心でさる旅

　らし郎会報告）平成7“LllJIL）9V！

②情報公開法研究会「情報公問制度のボイン1・」ざようせい　1997年

C3）大販杜会禍祉協纏会保ff部会「傑育1哨に関する情報提供のあ）｝方につい

　て一一保育側に関†る情報についてのアンケート潮査報告酢一」　1997年

｛4）国民生活審請会総合政策部会「8斤IIヒ代ノ1二活展蝦‘戊F究会報告一次lu：代に豊

かさと活力を引き継く’ため1こ一」（平成8年1UD参坦t



児童福祉法改正の意義と今後の課題

児童福

児童相言　、

一
改正の意義から実践を照射する
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児童福祉法改正の意義と展望

　1．平成9年児童福祉法改正の意義と児童家庭福

　　　祉実践

　平成9年6月ll日、児巾福祉法等の一部を改IEす

る法律が制定公布され、関係政省令改ll｛を経て1F成

10年4月】日から施行されているt）筆者は今II］1の法

改正の意義について、（1）情報の提供と利lll者の選

択、（2）r育て家庭支援、（3）r・どもの権利保障

〔f’どもの最善の利益と意見表明の確保）、（4｝日立

支援の4点を提示したい。

　これらの意義は改」1三された制度ごとに別々に論じ

られていることが多い。しかしながら、実は児ri’t家

庭福祉実践の場においては相1］：に深く関連している．、

例えば、（1）は、利用者主権とも言われる、，インフ

a一ムド・コンセント、チョイスや、（3）の意見表

明の確保といった理念とも深く関連する．人間のウ

エルピーイングを図るうえで欠くことのできない概

念である。しかし、（1）が確尖に集行されるために

は、利川者と供給者とのパートナーシップ、協同作

業が欠かせない。り己最福祉施設の「∫：育て家庭支援は、

まさにこの利用者と供給者との協同作業の実現を迫

るものである、，さらに、（4）にii’われるf固人の「自

立」も欠かせない前提となる、、このように、個々の

川念は制度の変更を超えて、児蔽家庭福祉実践とし

て統合化される、、これらの改IE恒τ｛がII々の児竜家

庭福祉実践に統介化されてこそ、今回の法改ll｛は初

めて意味をもってくると言ってよい、

　本稿は、こうした意一澄をもつ今回の法改正が、特

に児抑．1談所、児童福祉施設（保ポf所を除く，，）の実

践に与・える意義と諜題について考察することを11的

としている。以下、制度改．11i．の概要についても簡単

に解説し、個々の意義を統合化させることをめざし

つつ考察を進めたい。

　2．情報の提供と利用者の選択

　i｛として保育所利川に関する制度変更において語

られる意義、理念変更である。制度変更の概要及び

保育所利用に関する意義については別稿において述

べられているのでここでは省略し、児竜相1淡所、児

童福祉施設の児竜家庭福祉実践において考慮すべき

．‘V）vtのみ提川しておきたい，、

　現在、保育所、母」二寮、助産施設を除く児恨福祉

施設においては、入所児瓶は原則として児童相談所

というL5dl川の入口を通してしか人所することはでき

ない，、したがって、個々の児竜郁祉施設の運営等に

関する情報は児fk相元炎所が把握しており、児riで相談

所が利川者を案内すればよいこととなる。児∫i《州談

所が個々の施設の概要について児童や保護．者に1『分

理解できるように説明し、児竜や保1護者の意向を確

認し、入所までの水先案内人を買って出るのである。

今回の法改lFでは、後述するように、施設入所に当
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たって児童や保護者の意向を確認し、その意向を施

設に伝えることとされた。このことはこれまでも必

要とされ、事実ほとんどの児童相談所で実践されて

きたことであるが、そのことが法定化されたことに

より、今後はより確実な方法で実施されることが求

められる。何よ1）、児童相談所において適切に施設

情報が児童や保護者に提供され、児童や保護者の判

断に資するものとなることが求められる。特に、児

童への適切な情報提供及び意向確認の方法について

検討が必要であろう。

　また、児童福祉施設も、児童相談所が利用者に的

確に説明できるよう必要な情報の提供が求められる。

さらに言えば、今回の法改正により保育所における

ケアの基準が外部に公表されることとなったように、

その他の児童福祉施設のケア基準についても外部、

一般社会への公表が求められる。北海道の児童養護

施設等の貴重な実践を特殊な実践例に止めておくこ

となく普遍化していかなければならない。また、こ

うしたケア基準の作成と公表のステップが、個々の

施設の実践を職員全員で再確認する貴重な機会とな

ることも忘れるわけにはいかない。

　また、一般家庭と同様、入所児童の友人やその保

護者が施設を訪問し、宿泊することなどもっと進め

られてよい。自治会への加入、自治会行事への参画

も一般化されてよい。こうしたノーマライゼーショ

ンの理念に基づく日々の地道な実践が、周囲の施設

理解を高めていく有効な手段ともなるであろう。

　3、子育て家庭支援

　（1）制度改正の概要

　次に、子育て家庭支援も今回の法改正の重要な意

義である。児童家庭支援センターの創設、保育所、

児童福祉施設や児童福祉在宅サービスを実施する者
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に地域の子育て家庭に対する支援の努力義務が課さ

れた点が主たる改正事項である。

　児童家庭支援センターは、地域に密着した総合相

談窓口及び地域レベルでの相談援助の主軸施設とし

ての役割を果たすべく新たに創設された児童福祉施

設である。センターは厚生省令に定める児童福祉施

設に付一iされ、職貝に対’しては守秘義務が課せられ

ている。設置主体は都道府県及びそれ以外の者とさ

れている。その業務は、①地域の児童の福祉に関す

る各般の問題につき、児意、母子家庭、その他の家

庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言

を行うこと、②児童福祉法第26条第1項第2号及び

第27条第1項第2号の規定に基づく指導を行うこと、

③兇童相談所、児童福祉施設等との連絡調整を行う

こと、④その他厚生省令で定める援助を行うこと、

とされている。

　（2）制度改正の意義と課題

　児童家庭支援センターの位置づけをめぐっては、

現在、近似の機能を果たしている家庭児童相談室や

児童相談所、都市家庭在宅支援事業、地域子育て支

援センター等との関係整理、特に行政システム上の

関係整理と役割分担の明確化の必要性を提示したい。

しかし、既存の機関、施設、事業を含めた総合的な

相談体制のシステム全体が構築されておらず、しか

も、これらの機関、施設、事業の評価も十分には行

われていないのが現状である。まず既存の機関、施

設、事業の詳細な評価を行い、相談支援体制のシス

テム化を図り、そのなかで役割分担と連携のあり方

を整理すべきであろう。

　次に、児童の福制：を図ることを主たる目的とする

児竜福祉施設に子育て家庭支援機能を付加すること

が法定化されたことは、たとえ業務に支障をきたさ

ない範囲での努力義務であるにせよ重要な意義をも



つ。この改正は、児旅の福制：を図るためには、入所

している児童の保護者等に対する支援も含め、子育

て家庭に対する支援を行うことが必須であることを

意味し、ひいては、児童福祉法を児竜家庭福ネ1［：法に

拡充する萌穿となる。今後、この改II｛を契機に子育

て家庭支援の理念規定その他の整備を図り、児戴福

祉法を児童保護法的色彩から児策家庭支援法へと脱

皮させていくことが求められる。

　児童家庭福祉実践との関わりで言えぱ、子育て家

庭を支援する活動を広汎に実施すること自体が、施

設情報を地域社会に開示するもっとも有効な方法と

なることも忘れるわけにはいかない。体験入所やシ

ョートステイ、放課後児童健全育成事業、子育て教

室等の活動が施設に対する周囲の理解を深めるであ

ろうし、何より、入所児童が生き生きとしていなけ

ればこうした事業は定着しない。入所児童のウエル

ビーイングを進めるためにも有効な方法であろう。

　4．子どもの権利保障

　（1）制度改正の概要

　第3番目の意義としては、児竜の権利保障を挙げ

ることができる。今回の法改正においては、児童相

1淡所の施設入所等決定プロセスにおいて児蹴及び保

護者の当該惜置に関する意向の確認を行うべきこと

を明定したこと、都道府県知事（実質的には児童相

1淡所長）が施設入所等の措置の決定及びその解除を

行うに当たって一・定の場介には、都道府県児童福祉

審議会の意見を聴かなければならないこととされた

ことなどがこれに該当する。

　審議会の意見聴取が義務づけられる要件は、政令

で∫当該措置と児童もしくはその保滋者の意向が一・

致しないとき又は都道府県知事が必要と認めたとき」

とされた。また、緊急の場合には事後報告すること

t“」界の児水とRit1

も規定された。さらに、児童福祉審議会の運営に当

たっては、法律、医療等の専門家を含めた数名から

なる専門の部会を設概して毎月審議を行うなど円滑

な運営に配慮すべきことも併せて通知された。

　（2）制度改正の意義と課題

　今回の法改」E’で、施設人所等の措置に当たって児

童、保護者の意向を聴取し、それを参考資料として

児童が入所する施設に送付することとされたことは、

子どもの権利条約第12条に示される児戒の意見表明

権を具現化するものとして大きく評価できる。この

ことは、これまでも児童相談所運営指針が繰り返し

その必要性を規定しており、筆者らの調査によって

もほとんどの児童相談所が意向聴取をすでに行って

いる。したがって、実務．．ヒ大きな混乱はないであろ

う。

　ただ、児垣や保護者の意向が、実際にサービスを

提供する施設にどの程度伝わっていたかは疑問の点

もあ「）　．今後、意向の聴取方法、児帝記録票への記

載方法、施設との協同のあワ方等について検討が必

要であろう。児童の処遇ヒからは、児童の意向の移

り変りが克明に描かれているほうが処遇上参考とな

るで’あろう．また、現イ1三、児童相談所が施設に作成

を依頼している入所児疏の養育状況報告に、児章の

意向を記載する欄を設けるなどの工夫も必要とされ

よう。この改正を機に児童をめぐる児竜相談所、施

設、親の3者関係がよりよい万向に向かうとともに、

児瀧がfl　L「に提供されるサー一ビスについて・卜分判断

で’きるような説明の仕方、意向聴取の方法の検討、

インフォームド・コンセントの徹底化等サービス水

準の向．ヒが図られることを期待したい。

　次に、児童相談所が処遇困難事例の措置等を行う

に当たって都道府県児竜福祉審議会の意見を聴取す

べきこととされたことは、児竜相談所の処遇決定を
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専門的にバックアップする仕組みの創設として評価

できる。審議会における専門部会の複数設概も認め

られることとなり、柔軟な対応も可能となった。

　政令を消極的に解すれば、審議会の意見を聴かな

ければならない事例は限りなくゼロに近づく。積極

的に解すれば多くの活用が可能である。横極的な活

用を望むのであれば、審議会による意見聴取の方法

等運営のあり方も、地域の実情に応じて多様な方法

が採用できるようにする必要がある。例えば、県庁

から遠い児童相談所が審議会の意見を聴取する場合

には、審議会委貝が児童相談所で開催される処遇会

議に参画する等の方法も工夫されるべきであろう。

さらに、審譲会委貝に対する理不尽な介人を回避す

るため、委貝の氏名や居所を秘匿することも考えら

れてよい。各都道府県・児童相談所の判断や戦略が

求められる部分である。

　また、中央児童福祉審識会基本問題部会中間報告

が求めた児童相談所の処遇決定の客観性確保を実現

するためには、行政手続法にならい、行政サービス

決定のための事前手続きとしての意味ももつ調査・

診断・判定プロセスをできる限り標準化することが

今後必要と考えられる。

　さらに、児童の権利擁護をこのシステムで図るた

めには、児童福祉審議会が児童の権利侵害の受付窓

｜：1としても機能し、調査の委嘱や調整機能が発揮で

きるよう整備することも求められる。施設入所児意

の権利擁護をはじめとする権利擁護システムの整備

は喫緊の課題である。児童の権利侵害の種類や権利

侵害者の属性等により多様な対応策が考えられる必

要があり、きめ細かな分析が必要とされる。

　このような対応を総合的に図ることにより、児戴

相談所における処遇決定力の強化、行政決定の客観

性、透明性の確保と児童の権利擁護機能の創設を図
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ることが検討される必嬰がある。

　5．自立支援

　最後に、児黄の自立支援も今回の法改正の重要な

意義である。

　（1）制度改正の概要

　まず、母子生活支援施設、児童養護施設の機能に

入所者の自立に関する支援機能が付与されるととも

に、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設の

入所児童の在所期間延長が図られたことを挙げるこ

とができる。乳児院入所児童の入所年齢の拡充も実

態を追認する形で実現することとなった。

　また、教護院の機能を大きく変更し、その対象児

童に家庭環境その他の環境．ヒの理山によりZl三活指導

等を要する児童を加え、また、その機能に通所機能

を付加し、個々の児竜の状況に1芯じて必要な指導を

行うとともにその自立を支援する施設として再生す

ることとしたことも大きな改正点である。児童白立

支援施設に学校教育の導入が規定されたことも大き

い。

　さらに、予算補助事業であった自立相談援助事業

を充実させるため、児童自立生活援助事業として法

定化されたことも意義をもつ。第二種杜会福祉事業

とされるとともに、児童相談所が委託の措灘をとる

こととされた。

　（2）制度改正の意義と課題

　①社会的自立の促進

　要保護児意や母子家庭福祉サービスの日的に「自

立支援」が規定されたことの意義は大きい。社会的

養護サービスのなかにいる児童について言えば、社

会の複雑化等により、社会で自立生活を送っていく

ためのハードルがだんだん高くなってきているのが

現状である。生活技術而での白立促進にはインケア



1トの生活に密着した学習が欠かせない、，また、経済

的自立には、退所児童の身元保証や連帯保言illのシス

テムも必要とされる。退所児童がライフサイクルに

おいて巡遇する各種生活危機に対応する、民期にわ

たる相談援助システムの確立も必要である。こうし

たケアは、現在、各施設の自発的努力に委ねられて

いる。児童の社会的白立を支援するため、インケア

中における1’1立支援、また、自立に向けての準備を

図るり一ピング・ケアとその後のアフター・ケア、

児竜自立生活援助三∬業等のサービス等を計画的に提

供し、総合的な自立支援サービスとして確立させて

いくことが求められる。

　②「自立」概念の再検討と自立支援計画の策定

　次に自立の概念についての再検討が求められる。

個人の「日立：」には大きく身体的、心理的、社会的

n立が挙げられる。養護児童を考慮した場合、特に

心理的自立に向けての支援が重要である。例えば、

児童養i迎施設で生活する児童の場合、親がいながら

親と暮らせず、あるいは親に虐待されて施設で生活

しなければならないという事実を、彼らが心のなか

でどう整理するかということがもっとも爪要な白立

支援の課題と考えられる、，この整理のプロセスを大

切にした治療的関わOを続けなければ、経済的、生

活技術的自立が図タ⊃れたとしても、生活者として自

立できないという状況に直面せざるを得ないのでは

ないか。彼らは、一’般的ないわゆる了・どもから大人

になるという心理的自立のほかに、rl己の責任では

ない過去や現在の境遇、さらに親との心理的和解と

いう二敢の心理的1’1：立を行わなければならないとい

うハンディキャ・ノブを背負っている事実に着1］しな

ければならない。また、自立は孤．ウニではない、，危機

場面にあって施設を頼り、また、必要なサービスを

利川L、人に適．切に依存できること．もn立のifi”要な

1｜t界の児京とiじ性

要素であることを忘れるわけにはいかない。

　このように考えると、児童の自立支援は年齢を問

わず必要である。また、社会的養護サービスを提供

する時点から計画的に考慮されなければならない。

児童相談所と社会的養滋サービス提供機関との協同

作業による自立支援計画の策定とその評価・見直し

が計画的に進められていかなければならない。その

ためのシステムづくりと処遇技法の充実が求められ

る。

　6．おわりに

　児粛福祉は、「理念」と「制度」と「方法（援助技術）」

の三つをその構成要素としているeそして、児童福

祉が児蹴の福祉、ウエルピーイングを保障する営み

である以一ヒ，児童が生活している家庭や「杜会」の

変容を無視することはできない。

　今回の法改．ll三は、「杜会」の変容に対1芯するべく「制

度」の改正が実施されたものであるuしかし、そこ

には、前述した児童福祉「理念」の変更が含まれる。

「理念」や「制度」の変更に伴い、「方法」はどのようにあ

るべきか検討が必要とされる。

　本稿においては、主として「理念」の変更を鍵と

して「制度」、「方法」変更の課題について照射を試

みた。r・］々の具体的児童家庭福祉実践は、「理念J、「制

度」、「方法」が統合化されて初めて意味をもっ。統合

化の作業はこれから始まる。
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児童福祉法改正と今後の展望

「利用者主義」と

保育所現場の課題
児童福祉法改正の意義と展望

塞㌫㌶鑛・。霧量。遠苗浮二

　今回児童福祉法改正という形で大きく動いた保育

制度改革は、保育を必要とする家族・祉会状況の変

化が要請するところの、ある意味で必然的な改革で

あると見るべきであろうが、そこに至るじぐざぐの

道のりのなかで、保育現場の受けとめ方は疑問と不

安に満ちたものであった。その疑問・不安を、「措置

制度のぬるま湯に浸かってきた者の白己防衛的な姿

勢」と簡単に否定されては閤る。

　不幸な状況の第一は、この10年余にわたる保育制

度の見直しが、1985年（昭和60年）の措置費国庫負

担率の1割削減という国の財政削減の動きのなかか

ら批起され、常にそのようなモチーフがつきまとっ

てきたという事情にある。

　第1次の制度改革は、「保育行政は住民に身近な司∫

町村の場で一［をキーワードに、市町村に権限を移す

「団体委任事務化」として具休化されたのだが、こ

れとても、本当に国が地方分権を目指し、市町村を

そのような場として育てようとする意思があるのか、

それとも地方に財政負担を転嫁するための方便なの

か、現場の見方はかなり懐疑的であった。私たち保

育団体は、現場のその懐疑を抑えながち、「団体委任

事務化を前向きに捉え、市町村行政と連携して、地

域に根ざした保育づくりに努力していこう」と1呼び

かけてきたのだった。

　あれから11年、「利川者主権」をキーワードとする

第2次制度改革が具体化したが、第1次制度改革の

キーワードはどこに行ってしまったのかという疑問

が頭をかすめる。確かにこの間、国は「地方版エン

ゼルプラン」の策定推進など、市町村行政強化のた

めのテコ入れを行ってはきたが、市町村が主体的に

保育行政を進めていくような状態は残念ながらまだ

まだだと言わねばならぬ現状にあるeそのようなな

かで出された今回の制度dWliS．一は、確かに児童福祉法

の上では、市町村の保育に対する責任を変わること

なく残したけれども、明らかに軸足を、市11r丁村より

も保育現場の自主ll勺な動きへの期待に移していると

の印象をもたされる。

　市町村の役割と現場の自主的な動きとの関係は必

ずしも相反するものとは言えず、もっと考察を必要

とすることであるけれども、とりあえずここで言い

たいことは、国の施策に対する現場の信頼感が生ま

れるためには、その時々に出されるキーワードが軽

く使い捨てにされることなく、きちっと貰徹されて

いく必要があるということである。

　不幸な状況の第二は、このように国の施策に対す

る現場の信頼感が生まれにくい状況にあったため、

その時々の改革が、実は自分たちに知らされていな

い最終日標に至る小出しに出される改革の一つにす

ぎないのではないかという疑念がつきまとっている

ということである。
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　今、保育現場の気持ちにひっかかっている言葉に

「駅伝方式」という言葉がある。この言葉は、今回

の制度改革を推進した高木前児蹴家庭局長が祉会福

祉学会のシンポジウムで言われた言葉で、高木氏は

「火筋で一致で’きるところから前に踏み川して一・歩

でも二歩でも前進し、少しでもみんなが満足し納得

できるようにしていく」という発言のなかで「駅伝」

という言葉を使っておられるのだが、この言葉を、

「ド1分たちの知らない最終ゴールに向かう一つのス

テップなのだ」という意味で’、逆に不安材料として

受け取っている保育関係者が多し㌔

　そのような不宰な状況がある背景には一つには、

これまでの制度改革の歩みのなかでもたらされてき

た国の政策に対する信頼感の欠如の問題があるが、

保育現場の側の問題としては、自らをこれからの保

育制度のあり方を構想していく三i三体者として考えず、

「いろいろな動きが川てくるのはあちら側からであ

り、その方向を決めるのもあちら側である」という

受け身の立場で考えてしまう弱さから抜け出られな

いでいるということがあるように思われる。

　しかし、今回の制度改革の経」凸をたどってみると、

その経過そのものが、保育現場の側も保育制J変のあ

り方を構想し決めていく主体者として機能できるこ

とを尖証しているように思われる。

　例えば私が所属する全国私立保育園運盟について

ばえぱ、1992年（平成4年）5月に採択した「明日

の保育への提言II」において、措1蹴制度の果たして

きた役割を評価しつつも、「保育制度は大きく脱皮が

求められている」とし、社会の変化とともに出され

てきている多様な保育要求を公的な制度でしっかり

と受けとめていくために「’ 制度の枠組みから見直し、

発展的に制度を組み替えていくべきとき」と提言し

た。

世界の児泉と母性

　この提言は、厚生省を1992年（平成4年）12月に

始まる第2次保育制度改革に踏み切らせる一つのき

っかけともなったのではないかと思われるが、制度

改革案の第t一弾として保育問題検討会に出された厚

生省事務局案は、低所得階層に措硫制度を残しなが

ら導入する¢〔接契約制度であった。私たちは二つの

理由からこれに反対した。一つは保育制度に所得階

層による分断を持ち込むこと1もう一つは直接契約

制度の部分で国及び市町村の公的な責任が担保され

ていないことであった。

　私たちは、．保育所への入所が「措置」ということ

を介して行われるのは、いかにも時代の要求に合っ

ておらず、普通の人の生活感覚からもずれていると

感じていたが、措置制度への対案として出されるの

は常に直接契約制度であり、公的機関は監督及び費

用補助の役割に退くべきであると主張されていた。

そのような仕組みで本当に保育を受ける権利が守ら

れるとは考えられない。

　だから、厚生省から今回の案、すなわち「措置」

という形式を「利用者の選択による利用」という形

式に構成しなおすけれども、市町村を経由させるこ

とによって市町村の責任を残し、国の財政負担の仕

組みもそのまま残すとする案を示されたとき、私た

ちは、ウルトラCとも言えるその柔軟さを高く評価

し、基本的にこの案を支持しながらそこに盛り込ま

れた「利用者主権」の考え方をしっかりと定着させ

るために力を注ぐ道を選んだ、，

　私たちのこの選択は、当初保育現場から十分支持

されたとは言い難い。けれども実際に法案が示され

論議されるなかで、その疑問は徐々に解消し、当初

180度分かれていた保育現場の受けとめ方も、かなり

まとまってきたように思われる。

　私たちは、今回の制度改革は「保育に対する公的

責任が守られた」という面だけでなく、「利用者主権
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が大きく前進した」という積極面を持つと考えてい

る、そして、それを生かすためには、「利用者主権」

ということを保育のあり方にもかかわることとして

深く捉えていく必要があると考えている。それは一

言で言えば、親を育児の主休として尊重し、親の自

己決定をだいじにし、親が育児の主体となれるよう

に、それを支え援助することを通して一Fどもの福祉

を守るというあり方である。

　「選択」という面だけ見ると、「都市部のように保

育所が足りない現状では、現実に選択の余地なぞな

いではないか、もともと保育所は地域的な存在だか

ら、選択と言ってもごく狭い範囲に限られざるをえ

ず、それよりも大事なのは、どこの保育所でも良い

保育が受けられることである」という批判がある。

現実問題としてはそのとおりである。しかし、今回

の制度改革の意義は、こうしたことを越えたもっと

原理的なところにあると考える。

　これまで、親は保育制度の中心に座ることがなか

った。それは改正前の児童福祉法を読めば明らかで

ある。児童は保護の対象とされ、そのために行政と

実施機関である保育所の役割のみが規定されていた。

法律の上では親は、一一つには「保育に欠ける」とい

う言葉の陰に隠された「欠損部分」として、もう一

つには扶養義務者として保育の費用を負担すべき者

としてのみ存在していた。

　「利用者主権」とは、親のその位諸を変えること

である。子育ての主体者である親が主体性をもって

子育てを行っていくために保育園を利用する、行政

はそれを保障するという構成に、保育制度の考え方

を組み替えるのである。保育所は、親に利用しても

らうことを通して、あるいは、利用してもちいなが

ら、親が主体性をもって子育てを行っていくのを支

え、助けるのである。

　「利用」という言葉には、その機能だけを利用し
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て、それ以上の深いかかわりを持たないというニュ

アンスが感じられ、親と保育所の関係を表す最も適

切な言葉とは言い難い。しかし、利用者の意識は初

めは誰でも「利用」なのであろうから、そこから入

っていくしかなく、そこを出発点に、もっとかかわ

り合いをつくり出し、共に育てる関係を築いていく

のが保育の営みなのだと思う。そのためには、入所

選択のときだけでなく入所後に、どれだけ保育に関

わる親の権利を実体化できるかが重要である。

　私たちは、今回の制度改革によってスタートする

新しい保育システムは、「利用者の権利」「保育所の

主体性」「公的責任」の三つから成る新しい公的保育

システムであると考えている。これまでの「措置」

という「公的責任」にすべてを委ねたシステムから、

これからは、「利用者の権利」を中心｝こ据え、主体性

をもった保育園と、住民に対して責任をもつ行政と

が協力して、この利用者の権利を支えていく、そう

いう新しい公的な保育システムに移行していくので

ある。

　けれども、この新しいシステムは、行政一極型の

措置制度ほど単純ではないから、これを望ましいも

のに育て上げるのは容易なことではないであろう。

ましてや、政治的な潮流は、福祉の分野も市場経済

に委ねていこうとする潮流が強力であるから、財政

改革とも関係して「公的貴任」の部分が衰微してい

く危険性が大きい。

　もしも保育所が利用者の浅い要求を先取りし、誤

ったサービス競争に走るならば、利用者の本当の権

利は守られず、公的責任は限りなく後退していくこ

とになるだろう。保育の現場は「新しい公的保育シ

ステム」をしっかり確立できるかどうかの鍵を握っ

ており、大きな貴任を負っている。

　「利用者の浅い要求Jと言ったが、何を「浅い要



求」と言うかは、人闇観がからむ問題である。

　例えば「長時間子どもを預かってほしい」という

喫求を「浅い要求」と見るか？　私は「ノー」と答

える。それが親の労働を維持するための切実な要求

であるかぎり、それは「浅い要求」ではない。もち

ろん、子育ての期間、貧乏暮らしをしてでも短時間

労働を選ぷ親もいる。それはそれで一つの選択であ

るttしかし、それをすべての親に求めるのは不当な

ことであろうn

　例えば「子どもを良い学校にいれるための準備教

育をしてほしい」という要求はどうか？　私はそれ

を「浅い要求」と見る。なぜか？　その要求は、子

どもという人川に対する向かい介い方として基本的

に間違っている。もちろんそれは、わが子の幸せを

願う親の気持ちの発露ではあろうけれども、「良い学

校に人れることによって子どもの幸せが保障される」

という見方に人間観の浅さかある。保育所がこのよ

うな浅い要求を先取りしていった」易合、形は福制二事

業であっても、実態は教育産業と変わらないことに

なってしまう。

　このように、利用者の選択利用ということを通し

て保育所がこれまでよりも主体性を発揮しうるよう

になるこの新しいシステムにおいて、どのような方

向に向かって保育1ウ「がその主体性を発揮していくか

の問題は、そこで保育所の「人開観」が問われる問

題であると1．『えよう。

　児竜福祉法改1ピを追いカ・けるようにして、保育所

経営に対する規制を緩め、その選択の幅を広げよう

とする施策が次々と打ち出されていく。その第1は

最．低基準の弾力化であり、その第2は祉会福祉法人

制度の見直しと、運営費の・一部を施設整欄1の財’源に

当てまた積み立てることの承認である。

　これらのうちのいくつかは、保育現場もかねてか

lLI．界の児寵と母寸4．

ら求めてきたものである。しかし、給食調理の業務

委託化などは、それによって得る経費の節約効果は

小さいのに対して、それによって失うものは余りに

大きいと，思う。

　このように規制が緩和されればされるほど、「何を

だいじにし、何は合理化するか」という判断、選択

が重要になる。それだけ、保育所の経営の理念が問

われてくる。

　これまで外側の行政による規制によって守ろうと

してきた保育の理念というものを、内側からの自律

的なものによって守っていかねばならなくなる。

　最後に、公的責任に関連して、延長保育の白主事

業化について触れたい。これまでも延長保育に対す

る市町村の責任は暖昧にされてきた、そのなかで、

保育現場には実施する意思がありながら、市町村に

よってストップがかけられていたところもある。

　そういった状況に対する対策として出されたはず

の今回の「白主事業化」は、あくまでも「やろうと

する所はできる」ということであるべきであって、

市町村行政の責任を解除するものであってはならな

いと思う。

　延長保育を「付加的サービス」と位置こづける説明

もされているが、児敵福祉法第24条のどこにもその

ような規定があるわけではない。保育所の自主的努

力とは別に、市町村’には市町村の、住民に対’する責

任が残されている。

　1995年度（平成7年度）から始められた地域児童

育成計画（地方版エンゼルプラン）策定の動きも、

かけ声倒れに終わらせてはならない。保育所や地域

の住民の自主的な動きをべ一スに、市町村行政を核

にして、地域の子どもの育ちを守っていくための地

域のシステムづくりは、今まだ始まったばかりであ

る。
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